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新しい時代を切り拓く実践経営情報紙 

ふるさと納税、寄附額は過去最高 
控除額は1.33倍の約3265億円に 

 
ふるさと納税は、寄附者が多く住む自治体ほど減収額が大きくなるわけだが、総務省が公表し

た「ふるさと納税に関する現況調査」では、2019年度課税における住民税控除額が前年度の約1.33

倍にのぼることが明らかになった。 

 調査は、昨年１月から12月までの１年間に行われたふるさと納税について、2019年度課税で

控除対象となる額や寄附者数をとりまとめたもの。 

ふるさと納税の寄附額は前年度の約3653億円から約5127億円へと約1.4倍に増え、過去最高を

更新した。増加は６年連続。控除額は同約2448億円から約3265億円へと約1.33倍に、寄附者数は

同約296万人から約395万人へと約1.34倍になり、いずれも大きな伸びを示している。 

 ふるさと納税に係る控除の適用状況を都道府県別にみると、「東京都」が断然トップ。東京

都の住民の寄附者数は約84万人でそのふるさと納税額（寄附金額）約1241億円に対し控除額は約

868億円にのぼる。次いで、「神奈川県」が寄附者数約42万人でふるさと納税額約473億円、控除

額は約342億円、「大阪府」が寄附者数約37万人でふるさと納税額約389億円、控除額は約282億円

と続いており、 

大都市部から地方部への税流出という傾向が裏付けられるものとなっている。 

都市部の住民が地方に寄附すると地方財政は潤うが、一方で本来徴収できたはずの住民税が減

る都市財政は苦しくなり不満が高まっている。 

 

 


